
詳しくはこちら

産後パパ育休（出生時育児休業）

育児・介護休業法が改正され、令和7年4月および10月に施行されました

育児休業とは別に産後パパ育休の取得が可能です。
子の出生後8週間以内に合計28日の範囲内で2回に分割して取得することが可能です。
取得には原則休業の2週間前までに申請が必要です。

男女とも仕事と育児を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充などの改正
を行いました。
令和７年10月１日からは、事業主は３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下①～⑤か
ら選択して、２つ以上の措置を講ずることとなり、講じられた措置について、労働者はその中から１つ選択し、
利用できます。
　① 始業時刻等の変更　② テレワーク等（10日以上／月）　③ 保育施設の設置運営等
　④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇（養育両立支援休暇）の付与（10日以上／年）
　⑤ 短時間勤務制度
他にも改正事項がありますので、改正内容の詳細については、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業
法の改正内容」（上記の二次元コード）をご覧ください。

働く女性・男性のための出産、育児に関する制度
1. 産前・産後の健康管理
● 妊産婦（妊娠中及び出産後1年を経過しないもの）は、事業主に申し出ることによって、次の保健指導、
健康診査を受けるための時間を確保することができます。

　○ 妊娠23週までは4週に1回
　○ 妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
　○ 妊娠36週以後出産までは1週に1回　
　ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。
● また、医師等から妊娠・出産に伴う症状等について指導を受け、事業
主に申し出た場合には、事業主は、指導事項を守ることができるように
するための措置を講じなければなりません。

2. 産前・産後・育児期の労働
● 時間外労働や深夜業（午後10時から午前5時までの間の労働）の免除
や一定の有害な業務への就業の制限等があります。また、1歳未満の
お子さんを育てる女性は、事業主に請求することにより、1日2回少なく
とも各30分の育児時間をとることができます。

3. 産前・産後の休業
● 産前6週間（双子以上の場合は14週間）は事業主への請求により休業することができます。産後8週
間は事業主は就業させることはできません。ただし、産後6週間経過後に医師が支障がないと認め
た業務については、本人の請求により就業することができます。

4. 育児休業等、男女労働者の育児のための制度
● 子が1歳に達するまでの間（特別な理由がある場合には最長子が2歳まで）は、事業主に申し出ること
によって、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。（一定の要件を満たした有期契
約労働者も休業できます。）

● 父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間（父親、母親各々最大1
年間）取得できます。

● 3歳未満の子どもを養育する労働者は、短時間勤務制度（原則1日6時間）を請求できます。
● 小学校入学までの子どもを養育する労働者は、一定の要件を満たす場合、深夜業の免除を請求でき
ます。また、法定時間外労働の制限（1か月24時間、年間150時間まで）、所定外労働の免除（残業
免除）を請求できます。

　小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者は一定の条件を満たす場合、子の看護等休暇（対
象となる子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日）を取得できます。

愛知労働局雇用環境・均等部指導課　052-857-0312問
（2. 3. については、問合せの内容によっては、別の窓口をご案内することもあります。）

医師等から母体または胎
児の健康保持等について
受けた指導を職場に的確
に伝えるために「母性健
康管理指導事項連絡カー
ド」をご利用ください。様
式はこちらからダウン
ロードできます。

働く女性の心と体の応援サイト　https://www.bosei-navi.mhlw.go.jpさらに詳しく知りたい方は
こちらをご利用ください。

赤ちゃんが生まれてから

子育て家庭応援金
コールセンター　052-331-0760問

胎児の数1人あたり5万円を支給します。対象となる方へは市から申請書等を送付します。詳細は
名古屋市公式ウェブサイトでご確認ください。

子ども医療費助成
区役所保険年金課、支所区民福祉課問

次の方を対象に医療費の助成を行っています。病院などの窓口で、「 子 医療証」をマイナ保険証
等と一緒にお見せください。

18歳に達した年度末までの児童対　象

児童手当制度
区役所民生子ども課、支所区民福祉課問

次の方を対象に支給されます。手続きをお忘れなく。
高校生年代までの子どもを養育している方
対象となる子ども1人につき下記の年齢区分で支
給します。

乳幼児の健康診査
保健センター問

お子さんの健康を守るため、成長の節目に健康診査を行っています。受診のめやすの時期に受診しましょう。

● 届出
● 子どもの健康
● その他制度・サービス

名古屋市公式
ウェブサイト

出生報告（助産師・保健師による家庭訪問）
保健センター問

母と子の健康のために（母子健康手帳別冊）内の綴じ込みはがき「出生報告」を記入して、各区保健センターにお出
しください。助産師等がすべてのご家庭を訪問し、赤ちゃんの発育や子育て、お母さんの産後の体調などについて、
ご相談をうかがっています。

生後4か月頃までの赤ちゃんとお母さん対　象

対　象
支給額

年齢区分

0歳～3歳未満
第1子、第2子
第3子以降
第1子、第2子
第3子以降

15,000円
30,000円
10,000円
30,000円

3歳以上～
高校生年代

月額

新生児聴覚検査
健 診 名
受診のめやす
実 施 日
受診場所

費 　 用

日程等のお知らせ

乳児一般健康診査

個別に受診
受診医療機関へ直接お申込みください。

無料

なし

母子健康手帳別冊の「新生児
聴覚検査受診票」を利用して
ください。

母子健康手帳別冊の「乳児一般健康診査受診票」を利用して
ください。

※愛知県外の医療機関で受診した場合は、乳児一般健康診査の2回目を除き、受診費用の
払い戻し制度があります。（上限あり）

ー
生後3日ごろ

第２回
9か月ごろ

第１回
生後1か月ごろ

名古屋市公式
ウェブサイト
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